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質 問 回 答 書（追加） 

 

小鹿野町役場庁舎建設基本設計・実施設計業務委託公募型プロポーザルの技術提案書

に関する質問について、次のとおり追加回答します。 

 

№ 項目 質問事項 回答 

45 実施要領

P7「11(1)」 

技術提案書作成にあたり、提出者を特定

することが可能となる記述は避けることとあ

りますが、一方で、業務実施方針、テーマ

別技術提案書の１部は、企業名有りとされ

ています。企業名とは、提出者のことを指

すのでしょうか？ 

「企業名」とは、技術提案書提出者のとこ

です。また、1 部を「企業名有り」としている

のは、事務局で提出者を特定するための

ものです。 

46 実施要領

P7「11(1)」 

業務実施方針、テーマ別技術提案書の１

部は、企業名有りとされています。企業名

の記載方法は、どのように行えばよろしい

でしょうか？例えば本文には記載せず、欄

外に付記する、など。 

企業名は、欄外に付記してください。 

47 作成要領

P3「2（3）

①」 

5 枚の技術提案書は、１枚目にテーマ①、

２枚目にテーマ②のように、それぞれ１対１

に対応するように作成しなければなりませ

んか？ 

質問№10をご参照ください。 

48 特記仕様

書 P1「Ⅰ 

4(2)④」 

来訪者用、職員用、公用車用、それぞれ

の駐車台数をお示し頂けますでしょうか？ 

質問№15をご参照ください。 

49 特記仕様

書 P1「Ⅰ 

4(2)④」 

敷地内に、町有のマイクロバスなど大型車

両を駐車、保管する必要があれば、台数、

車両サイズなどをお示し頂けます 

でしょうか？ 

質問№15をご参照ください。 

50 特記仕様

書 P13、

14「別紙

1」 

物置（東）は自転車置場と記載されていま

すが、置かれているのは、どなたのための

自転車でしょうか？ 

質問№20をご参照ください。 

現在の自転車置場（西）は、主に来庁者用

です。 

51 その他 敷地形状、既存建物形状、既存樹木を含

む CAD データ、または寸法か縮尺入りの

PDFデータのご提供をお願いできます 

でしょうか？ 

質問№28をご参照ください。 

CADデータ、図面はありません。 

52 その他 既存樹木、タイムカプセル、石碑など、移

動または撤去不可のものをお示し頂けま

すでしょうか？ 

本設計業務において決定します。 

53 その他 町有林から供給される使用可能な木材

は、どのようなものか、樹種、等級、断面サ

イズ、材長等をお示し頂けますか？ 

質問№38をご参照ください。 



54 その他 敷地内 5カ所で地質調査をされたようです

が、調査データをお示し頂けますでしょう

か？ 

質問№18をご参照ください。 

55 その他 小鹿野町立図書館分室の平面図をお示し

頂けますでしょうか？ 

現段階での提供はできません。 

なお、小鹿野文化センター内の小鹿野町

立図書館分室は、小鹿野中学校内に移転

しました。空きスペースは、歌舞伎展示・情

報発信施設にする予定です。 

56 その他 現庁舎および第二庁舎の平面図をお示し

頂けますでしょうか？ 

現段階での提供はできません。 

 

57 その他 第二庁舎、物置（北）の現状および新庁舎

完成後の使われ方をお示し頂けますでし

ょうか？ 

第二庁舎は、現状と同様に会議室、書庫

等として使用する予定です。 

物置（北）は、本設計業務において決定し

ます。 

58 その他 新庁舎と第二庁舎との関係は、①直接接

し、室内で行き来可能。②屋根付き屋外通

路等で接続し、雨に濡れずに行き来可

能。③行き来さえできれば、屋根や通路な

どで接続する必要はない。④その他

（    ）のどれでしょうか？ 

質問№24をご参照ください。 

本設計業務において決定します。 

59 その他 現庁舎の既存の熱源をお示し頂けますで

しょうか？ 

質問№17をご参照ください。 

空調機の熱源は、A重油です。 

60 その他 防災拠点として、災害時の庁舎の使われ

方はどのように想定をされていますでしょう

か？例えば、何人が何日間滞在するな

ど。 

本設計業務において決定します。 

61 その他 計画地は、建築基準法第 22 条区域でしょ

うか？ 

区域外です。 

 

 


